
農地中間管理事業について

平成２９年 4⽉２6⽇（⽔）

宮城県農地中間管理機構
(公社)みやぎ農業振興公社

Ｈ２９第 １ 回農地集積推進
担 当 者 会 議 資 料



地域ぐるみで取り組めば，
ダイナミックな農地利用調整
（農地シャッフル）も可能です。

農地の貸し借りは，農地集積バンクが
いろいろお世話してくれるそうよ。

何とか頼まれた農地を
まとめてほしい！

『話し合い』からはじまる地域活性化！
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Ⅰ 農業構造の改⾰と⽣産コストの削減のために
【政府⽅針】
・ 国は,「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」を策定。

（H25,12,10策定,H28,11,29最終改訂）
⇒ 安倍内閣としての農政改⾰のグランドデザイン。
⇒ 「産業政策」と「地域政策」を⾞の両輪として推進→「⽣産現場の強化」
⇒  ４つの数値⽬標（今後１０年間（H35まで））
① 農地集積・集約化対策に関しての数値⽬標

⇒担い⼿の農地利⽤が全農地の８割を占める農業構造の確⽴（現⾏５割）
② 資材・流通⾯等での産業界の努⼒も反映して担い⼿の⽶の⽣産コストを現状全

国平均⽐４割削減。
③ 新規就農し定着する農業者を倍増し，40代以下の農業従事者を40万⼈に拡⼤

（現⾏２０万⼈）。
④ 法⼈経営体数を５万法⼈に増加（現⾏1.25万法⼈）。
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【県⽅針】
＜⽅針・プラン＞

①農地中間管理事業の推進に関する基本⽅針（宮城県H26,3策定）
②宮城県農地集積アクションプラン（宮城県H26,9策定）

＜具体的集積⽬標＞
(1)集積⽬標

面積 率 面積 率 面積 率
129,600 129,600

59,090 100.0% 116,640 100.0% 57,550 100.0%
自己所有面積 21,110 36.0% 23,300 20.0% 2,190 4.0%
借入面積 14,527 24.0% 58,300 50.0% 43,773 76.0%
農作業受託面積 23,453 40.0% 35,040 30.0% 11,587 20.0%

45.6% 90.0%

担い手利用面積(B)

内訳

集積率(B)/(A)

（単位：ha）
現状（H22） 目標（H35） 今後集積すべき目標

耕地面積(A)

(2)借入農地の集積目標面積

(3)農地中間管理事業の集積目標面積

担い⼿農業者に対する農地集積⾯積（借⼊）の事業別⽬標の設定（県）
県全体の年間集積⽬標⾯積 ４，５６０ｈａ（純増）（Ａ）

の７５％が機構対応 ３，４００ｈａ（純増）（Ｂ）
☆Ｈ２８以降の機構⽬標⾯積 ４，２５０ｈａ（純増以外含む）（Ｃ＝Ｂ÷0.8）

10年間 41,300ha（43,773ha(H22末)－2,473ha(H23〜H25実績 ）)
年 間 2,000ha〜4,560ha

３



Ⅱ 担い⼿農業者への様々な農地集積⼿法

＜農地売買＞
①農業委員会：農地法３条許可
②市町村⻑：農業経営基盤強化促進法による農⽤地利⽤集積計画の公告
③機構（公社）：農地保有合理化事業→Ｈ２６から「機構特例事業」に⾐替え

＜農地賃貸借＞
①農業委員会：農地法３条許可
②市町村⻑：農業経営基盤強化促進法による農⽤地利⽤集積計画の公告
③ＪＡ等：農地利⽤集積円滑化事業
④機構（公社）：農地保有合理化事業

→Ｈ２６から廃⽌し，「農地中間管理事業」を新たに開始
＜（特定）農作業受委託＞

①⺠法
※「農作業受委託」と「特定農作業受委託」の違い

(1)販売名義
(2)収穫物の帰属先
(3)作業料⾦・精算⾦の流れ 等
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参 考



Ⅲ 農地中間管理事業の概要
【法⼈指定】

・根拠：農地中間管理事業の推進に関する法律（H25法律第101号）第4条
・指定：平成２６年３⽉２８⽇ 宮城県（農振）指令第２２０号宮城県知事指定

【事業の概要】
＜法律的表現では＞

機構として，農地の賃貸借を通じて，農地利⽤の再配分を⾏うこと等により，
①農業経営の規模拡⼤，②利⽤する農地の集団化，③農業への新規参⼊の促進を図
る。

＜具体的内容は＞
農業振興地域整備計画策定33市町村（県内35市町村中塩竈市・⼥川町除く）を対

象に機構が農地所有者より①農地を借受け（農地中間管理権の取得）て，②必要な
場合には簡易な条件整備等を実施し，③担い⼿農業者（認定農業者等）へ農地集積
に配慮し貸付ける。（事業対象となる農地は，農業振興地域内の農地）

＜簡単に⾔うと＞
『農地所有者と担い⼿農業者の仲⼈役として公的機関である機構（公社）が契約

相⼿となり，農地所有者には安⼼感を約束し，担い⼿農業者へは使い勝⼿の良いか
たちでの農地貸付（原則１０年）を約束した⻑期の農地賃貸借契約』。
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＜今何故，農地中間管理事業が必要か？＞
・これまでは様々な農地集積⼿法により，⼀定程度の農地集積は進められてきた。
・農村では，農業従事者の⾼齢化や後継者不⾜により⻑い間県⺠の⾷を⽀えてきた

⽅々が，後に続く⽅に道を譲ろうとする傾向にある。
・しかし相⼿がいない等の理由で農地を有効に利⽤できるか危惧される地域が増え

つつある。
・⼀⽅で、もっと農地を広げたいという農業経営者がいるが、分散したままでは効

率が上がらない等の悩みがある。
・今、農業⽣産の場である「農地」をうまくリレーすることが早急に必要となって

いる。

『農地中間管理事業』
《農地集積バンクが⼀丸となって推進！》

課題解決の
一つの方策が

《農地集積バンクの構成》
県・市町村・農業委員会・ＪＡ・機構等の関
係機関・団体

８
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＜具体的仕組み＞
１ 農地貸付希望者のリスト化（機構）

(1)機構は，「相談・申請窓⼝」（市町村・ＪＡ等への業務委託含む）を設置。
(2)事業開始は，農地所有者の貸付申請に基づいた「貸付希望者リスト」の作成。

２ 農地借受希望者のリスト化
(1)機構は，年数回「農地借受希望者の募集（公募）」を実施。

⇒農地借受希望者からの応募に基づく「借受希望者リスト」を作成しＨＰ等で公表。
(2)農地中間管理事業の活⽤を希望する担い⼿農業者は，「借受希望者リスト」へ
の登録が必須。

３ 農地の出し⼿と受け⼿のマッチング活動
(1)マッチング活動は，業務委託先の市町村・農業委員会・ＪＡ等を含めた機構の重

要な役割。
(2)具体的には，機構が定めた『貸付先決定ルール』に基づき⾏い，貸付先や契約

条件である契約期間や賃料等を確認・調整。
(3)様々なケースが想定され、貸付申込時点から相⼿が決まっているケースや、必ず

しもマッチングが成⽴せず機構が借り⼊れできないケースもある。

９
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４ マッチング成⽴
５ 機構借⼊事務等の開始（機構借⼊・機構貸付・耕作開始等）

(1)マッチング成⽴後に機構借⼊事務等を開始（借受相⼿のいない案件はなし）
※ 機構が取得する「農地中間管理権」とは，担い⼿農業者に貸付するために農地所有者から借り⼊れる

権利です。
(2)農地中間管理事業の仕組みは，『農地所有者の希望する農地をリスト化し，関係

者⼀丸となり，また様々な他事業とのパッケージ化により，公表されている担い
⼿農業者の意向に則した農地集積等に配慮した貸付を⾏う』もの。

１０



６ これまでよく農家の皆さんに聞かれること等（機構としてのお願い）
(1)『機構集積協⼒⾦』に関する質問への対応。

『協⼒⾦の対象となりますか』，『私はいくらもらえますか』などの具体的な内
容は，市町村窓⼝での対応をよろしくお願いいたします。

(2)事業活⽤への⼀層の誘導
農業者からの声（例）

『農地を貸す場合，農地中間管理事業でなくとも良いよね』
『⼿続きが⾯倒だ』『時間がかかる』『⼿数料が取られる』等

農地中間管理事業は，機構が借⼊た農地が増えれば増えるほど，地域の話し合い
を⾏い耕作地の交換，いわゆる『農地のシャッフル』を⾏い，地域にとって最も使
い勝⼿の良い⼟地利⽤を実現できる唯⼀の事業です。

事業推進の各組織担当者による事業活⽤への⼀層の誘導をお願いいたします。
（現在，担い⼿農業者等事業活⽤者からの声がけ運動も実施中！）

様々な声をお聞きし、機構としても使い勝⼿の良い事業へと改善実施や新たな提
案をして参ります。

12

機構集積協⼒⾦については，機構職員も説明
できますが，県が取扱⽅針を定め，事業主体
及び実務は農地の存する市町村となります。

市町村

１１

ちょっとまって！



農地を貸したい⼈（出し⼿） 農 地 集 積 バ ン ク
（農地中間管理機構，県，市町村,市町村農業委員会、ＪＡ） 農地を借りたい⼈（受け⼿）

「農地を貸したい」旨の相談・申し出
（貸付申し出） 市町村・市町村農業委員会・ＪＡ・機構

貸付希望者リスト
の作成

借受希望者の募集への公募
（借受希望（区域，⾯積等）の提出）

機構のホームページで
借受希望者リストの公表

「貸付希望者リスト」と「借受希望者リスト」を農地集積バンクが「貸付先決
定ルール」に基づきでマッチング活動（契約期間，賃借料等の諸条件を相談し
ます。）

農⽤地利⽤集積計画書
の策定

「農⽤地利⽤集積計画」策定の申し出
（契約関係書類の提出） 市町村・市町村農業委員会・ＪＡ機構

農⽤地利⽤配分計画（案）
の策定

「農⽤地利⽤配分計画（案）」策定に
係る関係書類の提出

機構・県

機構；農⽤地利⽤配分計画
の作成

県 ；認可・公告

※相談窓⼝で書類作成の⼿伝いをします。 ※相談窓⼝で書類作成の⼿伝いをします。

※借受希望は，年４回実施しています。
※概ね募集期間は１ヶ⽉間です。

「農⽤地利⽤配分計画」の写し機構

農⽤地利⽤集積計画の確
認

農業委員会；総会
市 ；公告「農⽤地利⽤集積計画」の写し

１２



＜申請に必要な書類＞
【貸付⼈（農地を所有されている⽅）】

１．印鑑（実印）
２．印鑑証明書（⾃署の場合は不要です。）
３．⾦融機関の通帳と通帳の届け出印

（賃借料振込み⼜は⼿数料の引き落としを⾏うため：物納の場合を含む）
４．登記事項証明書（登記事項要約書でも可）
５．本⼈と確認出来る書類（運転免許証⼜は健康保険証等）
６．委任状（代理申請の場合）

【借受⼈（耕作される⽅）】
１．印鑑（認印で結構ですが，⾦融機関の通帳の届出印でもよろしいです。）
２．⾦融機関の通帳と通帳の届け出印

（賃借料⼜は⼿数料の引き落としを⾏うため：物納の場合を含む）
３．本⼈と確認出来る書類（運転免許証⼜は健康保険証等）をご持参下さい。
４．委任状（代理⼈申請の場合）

＜相談・申請窓⼝＞
市町村，市町村農業委員会，ＪＡで随時，相談・申し込みを受け付けます。

＜申請から許可・公告までの流れ＞
【貸付⼈（農地を所有されている⽅）】

受付を⾏った申請書等は，⼀度，農地中間管理機構（みやぎ農業振興公社）
へ送付し，各⽉ごとに書類を取りまとめ，⽉末に開催される市町村農業委員
会へ諮った上で，市町村が許可・公告を⾏うことになります。

受付から許可・公告まで概ね3〜４ヶ⽉を要します。
【借受⼈（耕作される⽅）】

受付を⾏った申請書等は，農地中間管理機構（みやぎ農業振興公社）へ送付し，
機構から県へ申請後，縦覧を経て県知事より認可・公告となります。

受付から認可・公告まで概ね５〜６ヶ⽉を要します。

＜本⼈記載＞
申請書の記載は本⼈の⾃署が原則です。

＜委任状＞
代理⼈（⾏政書⼠等）が申請する場合は，委任状と代理⼈の住所が確認できる

ものを持参して下さい。
※⾏政書⼠でない⽅が，業として官公署の窓⼝に提出する申請書等を，他⼈の

依頼を受け報酬を得て作成することは，法律違反になることがあります。

＜農⽤地利⽤集積計画書（貸付⼈）・農⽤地利⽤配分計画書（借受⼈）＞
公告後に計画書（契約書写し）の1部を受理していただきます。
この計画書が，賃貸借契約書に代わるものとなりますので契約期間中は⼤切に

保管願います。

＜貸付期間＞
事業の制度上，農地の貸付期間は原則１０年以上となります。

＜賃借料の設定＞
賃借料は⾦納となります。場合によっては無償（使⽤貸借）による貸付も

ありますが，賃借料の区分毎に申し込みを⾏っていただくことになります。
（関係市町村の農地の近傍類似賃借料や農地の賃借料情報等を参考に設定します。）

※物納の対応も可能な場合がありますのでご相談下さい。
＜賃借料の精算＞

賃借料の精算は，⾦納の場合，毎年11/10（⾦融機関が休業⽇の場合は翌営業
⽇）に借受⼈の指定⼝座から引落します。毎年11/25に貸付⼈の指定⼝座へ振り
込みいたします。

＜⼿数料＞
賃借料に対して１パーセントの⼿数料を毎年機構に収めていただくことになり

ます。
（例⽰：賃借料10,000円の場合は100円となります。）
貸付⼈へは，賃借料から⼿数料を差し引いた額を指定⼝座へ振込ます。
借受⼈からは，⼿数料を賃借料に上乗せした額を指定⼝座から引落します。

※徴収した⼿数料は，機構事業で国の補助対象とならない経費や担い⼿農業者
への⽀援等に活⽤されます。

＜贈与税＞
貸付申請農地が⽣前⼀括贈与を受けた特例農地で，贈与税の特定貸付に該当す

る場合は，認可・公告後２ヶ⽉以内に農地を管轄する税務署への届け出が必要で
す。
（⼿続きを怠ると，猶予されている贈与税を納付することが必要となりますので

注意願います。）

＜農業者年⾦受給者＞
現在，農業者年⾦を受給している⽅，近々受給予定の⽅については別途相談願

います。

＜借受⼈（耕作される⽅）＞
貸付できる借受⼈の条件は，借受希望された⽅のうち当該農地のある市町村の

認定農業者または，当該農地の⼈・農地プランの中⼼経営体等であることが必要
です。

14１３
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【①機構介⼊のタイミングとその対応策等】（考えられるケース）
１ 出し⼿と受け⼿が決まっているケース

(1)受け⼿（担い⼿）に新たに貸付けするケース（いわゆる「純増分」）
(2)これまでも受け⼿に貸付けされていたが，新たに機構事業を活⽤するケース

契約内容等を確認のうえ事務処理を⾏う。（集落営農からの法⼈化含む）

２ 出し⼿の貸付希望のみで受け⼿が決まっていないケース
「借受希望者リスト」の登録者に対し,「貸付先決定ルール」に基づき

「マッチング活動」を機構（業務委託先含む）が⾏い,「マッチング」後
に事務処理を⾏う。

３ 受け⼿の借受希望のみで出し⼿が決まっていないケース
「貸付希望者リスト」の登録者に対し,「貸付先決定ルール」に基づき

「マッチング活動」を機構（業務委託先含む）が⾏い,「マッチング」後
に事務処理を⾏う。

４ 地域全体での農地利⽤を進めるケース（集落営農からの法⼈化含む）
地域内で農地利⽤につき，出し⼿・受け⼿・機構も含めた関係機関・

団体等で「話し合い（合意形成）」のうえで， 「借受希望者リスト」の
登録者に対して貸付の事務処理を⾏う。（シャッフルも伴う。）

Ⅳ 参考までに・・・

１４
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【②企業等による農業参⼊への考え⽅】
１ 地域の農地は，地域の担い⼿農業者が活⽤することが原則。
２ 地域内に充分な担い⼿農業者がいない場合は，近隣地域等の担い⼿農業者が活⽤する。
３ 上記１・２双⽅への貸付けが不調なケースでは，地元商⼯業者や企業の参⼊による活⽤。

◎ 地元商⼯業者や企業による農業参⼊は，農地法による「地域調和要件」の観点等も含め地域
農業者との円満な関係構築を図り，それぞれが持つノウハウ（栽培技術・商品化・販売⼿法
等）を共有し進めることが望ましい。

【③新規就農希望者への考え⽅】
新規就農希望者は，農村現場との接点不⾜や営農実績の不⾜等から「農地確保」がこれまで最⼤

の課題であり，その⼤多数は，初期投資や選定作物の関係から「畑」の借⼊を希望している。
⼀⽅，農地貸付希望者は耕作農地を⼀括して貸付けることを希望するケースが多く，⼟地利⽤型

経営における担い⼿農業者が「⽔⽥」のみを希望していることから，「畑」のマッチングは不調な
現状にある。

このアンマッチ（出し⼿は「畑」も貸したい・
新規就農希望者は「畑」を借りたいが貸し⼿が
いない）を農地中間管理事業でマッチングしたい。

【④借受希望者リストを公表することの意義等】
貸付先決定ルール上絶対に必要であり，事業の透明性・公平性確保から必要と考える。
しかし，Ｈ２８年度において「農地中間管理事業の公表情報の悪⽤が疑われる取り込み詐欺」が

発⽣したことから，リスト登録者について「注意喚起」は引き続き必要である。

１５



国は農地中間管理事業とコラボした様々な制度や税のメリット等の創設により強⼒に
事業活⽤を推し進めております。

【⑤農地中間管理事業と関連施策の併⽤】

１６



１７
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【⑥農地中間管理事業実績（平成26〜28年度）】

１８
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500ha以上

400ha以上

300ha以上

200ha以上

平成２９年３月末現在

①　３か年の転貸面積上位市町村

1 登米市 689 ha
2 栗原市 516
3 大崎市 466
4 岩沼市 388
5 石巻市 368
6 仙台市 362
7 東松島市 348
8 角田市 277
9 美里町 249

10 大郷町 225

５０％以上

３０％以上

１０％以上

平成２９年３月末現在

②　耕地面積に対する転貸した面積の割合

1 七ヶ浜町 71 ％
2 岩沼市 30
3 東松島市 14
4 大郷町 10
5 名取市 8
6 仙台市 6
7 松島町 6
8 角田市 6
9 柴田町 6

10 涌谷町 5

１００％以上

８０％以上

５０％以上

３０％以上

２０％以上

平成２９年３月末現在

③　耕地面積に対する借受希望面積の割合

1 東松島市 108 ％
2 七ヶ浜町 98
3 岩沼市 86
4 山元町 58
5 名取市 57
6 多賀城市 42
7 石巻市 38
8 仙台市 38
9 柴田町 33

10 亘理町 29

④　借受希望面積に対する転貸面積の割合

７０％以上

５０％以上

３０％以上

２０％以上

平成２９年３月末現在

1 七ヶ浜町 73 ％
2 大郷町 66
3 色麻町 52
4 気仙沼市 52
5 丸森町 49
6 角田市 48
7 岩沼市 35
8 加美町 28
9 大和町 27

10 川崎町 25

【⑦統計的にみる農地中間管理事業実績(平成26〜28年度累計）】

１９
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【宮城県】

県内市町村の農地集積の状況

※東北農政局提供

７０％以上８０％未満

８０％以上

集積率（％）

４０％未満

４０％以上５０％未満

５０％以上６０％未満

６０％以上７０％未満

※ 斜線がついている市町村は、27年度に機構事業の実績がなかった市町村。

２０



５年に一度の和牛日本一決定戦 全国のブランド牛が宮城に集結!!

第１１回 全国和牛能力共進会 宮城大会
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開催期間：平成２９年９⽉７⽇（⽊）〜11⽇（⽉）
開催場所：種⽜の部 夢メッセみやぎ

⾁⽜の部 仙台市中央卸売市場⾷⾁市場

⽜政宗（うしまさむね）

２１


